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いつもあたたかいご協力ありがとうございます
■善意銀行　受付随時　■赤い羽根共同募金　毎年10月～12月　■歳末助け合い募金　毎年12月

■オープンかふぇ（みんなの居場所事業）　原則毎月第２金曜日 10時～11時 障害者ふれあいセンター 予約不要
100円要
■生きづらさを抱える成人をもつ親のつどい　原則毎月第２水曜日 10時～12時 障害者ふれあいセンター 予約不要
■いろとりどり（こどもの療育と支援を考える会）　原則毎月第３木曜日 10時～11時 予約不要

この広報紙は皆様からの赤い羽根共同募金配分金の一部でつくられています。令和６年12月１日4 1［第３３９号］ 令和６年12月１日社 協 だ よ り［第３３９号］
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ひとりぼっちをつくらない地域づくり

月刊広報

編集発行
兵庫県加古郡稲美町加古4369－3

障害者ふれあいセンター内
TEL（079）492－8668 FAX（079）492－9170

社会福祉法人稲美町社会福祉協議会
〒675－1105

稲美町社会福祉協議会キャラクター
まいまいちゃん（左）コスティアちゃん（右）

今年もありがとうございました。

　年の瀬となりました。この時期は、自然と一年を振り返ったり、来年のことを考
えたりする時でもありますね。ちなみに来年は昭和でいうと「昭和100年」となる
そうです。昭和と言えば、どんな思い出や出来事が浮かびますか？多くの方にとっ

て、昭和は特別な時代ではないでしょうか。昭和を知らない世代でも、音楽やファッションが流行するなど、昭和の魅力が現代に息
づいているように感じます。「昭和やな」というツッコミ、これは「時代遅れ」という意味で使われることが多いようです。しかし、実
際には昭和文化は今もなお生き続けていますから、決して昭和世代も時代遅れではないはず。きっとそう（笑）。そんな風に使われ
る昭和は、懐の大きな時代ですね。皆さんの昭和の思い出やエピソードをぜひお聞かせくださいね。（F.K）
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（令和6年10月受付分）

善意の預託ありがとうございました
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　　　　　 　　　　　氏名（敬称略）
ADEKA労働組合
コープこうべ第６地区本部
いなみ野山野草の会
匿名
匿名
匿名
　　　　　 　　　　　氏名（敬称略）
匿名
大平　千鶴
匿名
旭食品㈱
匿名
匿名
匿名
ファミリーマート稲美蛸草店・五軒屋店
匿名

内容
寄附
寄附
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寄附
寄附
寄附
内容
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附

金　額　　　
￥20,000
￥14,976
￥6,446
￥3,814
￥4,508
￥33,722

物　品　　　
書損じはがき254枚

米120㎏
米20㎏

食品250㎏
介護用品３パック

米60㎏
もち米15㎏
食品９㎏

将棋、囲碁　各１組

VOICE

あたたかいご支援
ありがとうござい
ます。

義援金ありがとうございます
令和６年能登半島地震災害義援金

（R6.10.12～R6.11.13受付分）

　稲美町共同募金委員会に寄せられた義援金は、
中央共同募金会へ送金し被災された方へ配分され
ます。
（義援金は所得税控除の対象となります。）

【受付場所】
稲美町社会福祉協議会 事務局
平日8:30～17:15　☎079-492-8668

　令和６年１月１日に発生した能登地方を震源
とする地震により被災された地域を中心に支援
する義援金です。

　氏名（敬称略・受付順）
匿名

金額　 
¥5,000

受付期間：令和６年12月27日(金)まで

歳末たすけあい募金
ご協力よろしくお願いします

令和５年度は下記のように使わせていただきました
歳末配分金

特別支援学校修学旅行助成
保育園助成
その他
合計

77世帯166名
18名
４園590名
事務費

547,000円
180,000円
295,000円
28,384円

1,050,384円

　歳末たすけあい募金は、赤い羽根共同募金の一環で、町内の支援を
必要とする方が安心して新年を迎えられるように行う募金です。
運動期間：毎年12月１日～31日
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■介護相談・認知症相談　相談随時　月～金曜日９時～17時　祝日除く　☎079-492-8779
■ほっとファミリー（認知症を学ぶ会）　原則毎月第４木曜日10時～11時45分　障害者ふれあいセンター　予約不要
■さくら草の会（介護者の会）原則毎月第４金曜日10時～11時30分　障害者ふれあいセンター　予約不要　

■暮らしの法律相談・弁護士相談　原則毎月第２木曜日13時～15時　障害者ふれあいセンター　次回相談日
前日12時迄の予約要（先着４名）
■暮らしの法律相談・司法書士相談　原則毎月第１･３木曜日13時30分～15時（第１）総合福祉会館（第３）
母里福祉会館　前月１日から予約受付
■障がい者基幹相談支援センター　相談随時　月～金曜日　８時30分～17時15分　祝日除く　☎079-492-5577
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応援します 教育支援資金

福祉懇談会

学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学等への入学時、または在学中
に必要な費用を貸付けることで、就学や将来の就労を支援する制度です。
【対象となる世帯】
　　①兵庫県内の同一地域に６か月以上居住している世帯
　　②低所得世帯（世帯収入が市区町民税非課税程度、または生活保護基準の1.8倍程度の所得）
　　③他からの融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯
【対象となる学校】
　　高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校（高等課程、専門課程）
　　※通信制、定時制課程を含む
　　※大学院、予備校、外国の学校（留学含む）、専修学校の一般課程（生涯教育等）は対象外
【貸付限度額】
　　就学支度費　500,000円　（入学に際し必要となる入学金や制服代等が対象）
　　教育支援費（在学中に必要な授業料や教科書代、通学定期代等が対象）
　　　　高等学校　　　月額35,000円以内／高等専門学校　月額60,000円以内
　　　　短期大学　　　月額60,000円以内／大学　　　　　月額65,000円以内
【貸付利子】無利子
【償還期間】20年　　　※申請にはその他要件や審査があります。詳しくは、本会までお問合せください。

わだい

男性40～58歳、女性年齢フリー男性40～58歳、女性年齢フリー

参加者募集　ボランティアグループ
きっかけの輪づくり応援団　金のわらじ主催

♪出会いを応援します♪

日　時）1月19日（日）
　　　　10：30～13：00
　　　　（受付10：00～10：20）
場　所）稲美町立加古福祉会館ホール
　　　　（稲美町加古4369-3）※駐車場多数あり
内　容）アプローチカード、トークタイム等
対　象）独身で結婚をまじめに考えておられる方
参加費）男性：1,000円　女性：500円
【申込方法】
❶QRコード
❷郵送
稲美町社会福祉協議会　金のわらじ婚活イベント係まで
返信用封筒を送付してください。後日、申込用紙を郵送
いたします。（送付先住所氏名記入の上110円切手貼付要）

1/8（水）
〆切

受講生募集

参加者募集参加者募集

参加者募集参加者募集

参加者募集利用者募集

「いなみ将棋塾」指導ボランティア　主催
小学生初心者のための

日　時：①１月11日(土)　②１月18日(土)
　　　　③１月25日(土)　④２月 ８日(土)
　　　　⑤２月15日(土)　⑥２月22日(土)
　　　　いずれも９：30～11：00
場　所：障害者ふれあいセンター
　　　　２階　多目的室
対　象：将棋に興味のある小１～小６
定　員：15名
参加費：300円
持ち物：筆記用具
申　込：稲美町社会福祉協議会
　　　　TEL079-492-8668
　　　　※学校での申込はしていません

新春将棋講座

１月 オープンかふぇ内

日　時：１月10日(金)10:00～10:30
場　所：障害者ふれあいセンター
　　　　２階　多目的室
対　象：町内在住の65歳以上の方
参加費：100円（お茶代）
申　込：稲美町社会福祉協議会
　　　　☎079-492-8668

介護ボランティア
ポイント事業説明会

毎年12月４日～10日は
『人権週間』

おたがいさん
地域生活支援事業

お手伝い内容：
・障子の張り替え　・窓ふき
・洗濯（カーテン、衣類）
・衣類のお直し（ボタン付け、ファスナー付け
　　　　　　　　ズボンの裾上げ）
対　象：町内在住で何らかの支援が必要な方
　　　　既存サービスや民間事業所の利用が
　　　　難しい方
日　時：月～金　9:00～16:00
　　　　ご都合に合わせて調整いたします
料　金：サポーター１人につき１時間300円

暮らしのちょっとした困りごとを
ちょっとのお手伝いでサポートします

～「ちょっとボランティア」でサードプレイス～
　社会参加や生きがいづくりを始めませんか？い
きいきと地域貢献することで、ご自身の介護予防
にもなりますよ！「どんな活動があるの？」「ど
んな仕組みの事業なの？」何でもご相談ください。
コーヒーを飲みながらの説明会です。

ふ く し 豆 知 識

～「人権」ってなんだろう～
一人ひとりが持っている「自分らしく生きる」権利です。
みんな「自分らしく生きていい」のです。それぞれの違いを大切にし、良いところ
を見つけて、それぞれがかけがえのない存在であることを知り、考える一週間にし
ましょう。

　地域の皆さまが集まる場に伺い、現在の地域の状況を再確認しな
がら、さまざまな課題や知りたいことについてご紹介しました。
　また、「社協ってこんなことをやっているんだ」といった声もい
ただき、稲美町社会福祉協議会を住民の皆さまに知っていただく良
い機会となりました。ありがとうございました。

▲8/10(土)
西和田自治会
「災害時の備えについて」

▲9/21(土)
和田東山自治会 
「高齢者の福祉制度について」

▲10/11(金)
稲美野荘苑自治会 
「認知症について」

▲10/5(土)
昭和苑自治会 
「ひとり暮らしの見守りについて」

▲10/19(土)
小池前自治会 
「介護保険と障害者福祉について」

▲8/11(日)
大池自治会
「ひとり暮らしの見守りについて」

▲10/26(土)
北新田自治会 
「福祉制度ついて」

◀11/9(土)
七軒屋自治会 
「成年後見制度について」


